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在
任
中
に
任
命
欠
格
事
由
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
裁
判
官
の
地
位

と
裁
判
官
弾
劾

ｌ
罷
免
の
訴
追
を
受
け
た
裁
判
官
が
、
在
任
中
そ
の
任
命
資
格
を

失
う
に
至
っ
た
場
合
に
は
、
当
然
に
は
裁
判
官
の
地
位
を
失
わ
ず
、

失
官
の
効
果
を
生
ず
る
た
め
に
は
改
め
て
裁
判
官
弾
劾
裁
判
所
の

罷
免
の
判
決
を
要
す
る
と
し
た
事
例
Ｉ

裁
判
官
弾
劾
裁
平
成
一
三
年
二
月
二
八
日
判
決
、
平
成
一
三
年

（
訴
）
第
一
号
、
裁
判
官
罷
免
訴
追
事
件
、
終
局
裁
判
（
確
定
）
、

官
報
第
三
二
五
三
号
（
平
成
一
三
年
二
月
三
○
日
付
）
二
頁
。

裁
判
官
弾
劾
裁
判
所
（
以
下
、
「
弾
劾
裁
判
所
」
と
す
る
。
）
は
、

裁
判
官
訴
追
委
員
会
（
以
下
、
「
訴
追
委
員
会
」
と
す
る
。
）
に
よ
る
、

判
事
村
木
保
裕
（
以
下
、
「
被
訴
追
者
」
と
す
る
。
）
の
裁
判
官
罷
免

の
訴
追
を
受
け
て
、
そ
の
法
的
根
拠
と
な
っ
た
裁
判
官
弾
劾
法
二
条

【
事
実
の
概
要
】

公
法
判
例
研
究
（
二
）

九
州
公
法
判
例
研
究
会

大
城
渡

二
号
の
該
当
性
判
断
に
あ
た
っ
て
、
予
め
次
の
よ
う
な
事
実
を
認
定

し
て
い
る
。

①
被
訴
追
者
の
裁
判
官
歴

こ
れ
ま
で
の
被
訴
追
者
の
地
方
・
家
庭
・
簡
易
各
裁
判
所
へ
の
勤
務

歴
が
跡
付
け
ら
れ
た
後
で
、
「
通
算
三
年
程
度
、
少
年
事
件
を
担
当

し
た
」
こ
と
が
特
に
な
お
書
き
で
付
さ
れ
て
い
る
。
被
訴
追
者
は
、

罷
免
訴
追
時
に
あ
っ
て
は
、
「
東
京
地
方
裁
判
所
判
事
兼
東
京
簡
易

裁
判
所
判
事
（
東
京
高
等
裁
判
所
判
事
職
務
代
行
）
」
の
要
職
に
あ

る
現
職
の
裁
判
官
で
あ
っ
た
。

②
被
訴
追
者
の
犯
罪
行
為

被
訴
追
者
は
、
三
回
（
①
平
成
一
三
年
一
月
二
○
日
に
神
奈
川
県

川
崎
市
で
当
時
一
四
歳
の
少
女
、
②
同
年
四
月
五
日
に
千
葉
県
市
川

市
で
当
時
一
六
歳
の
少
女
、
③
同
月
二
八
日
に
東
京
都
八
王
子
市
で

当
時
一
五
歳
の
少
女
）
に
わ
た
り
、
少
女
ら
が
一
八
歳
に
満
た
な
い

児
童
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
各
々
児
童
買
春
に
及
ん
だ
。

③
刑
事
事
件
の
経
緯

被
訴
追
者
は
、
以
上
の
犯
罪
行
為
に
基
づ
く
「
児
童
買
春
、
児
童

ポ
ル
ノ
に
係
る
行
為
等
の
処
罰
及
び
児
童
の
保
護
等
に
関
す
る
法

律
」
（
平
成
三
年
法
律
第
五
二
号
×
以
下
、
「
児
童
買
春
処
罰
法
」

と
い
う
。
）
違
反
の
容
疑
に
よ
る
緊
急
逮
捕
時
に
は
逃
走
を
図
る
な

ど
し
て
抵
抗
し
た
が
、
そ
の
後
、
平
成
一
三
年
六
月
八
日
と
同
月
一
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八
日
に
東
京
地
方
裁
判
所
に
起
訴
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
被
訴
追
者
は
、

刑
事
訴
訟
に
お
い
て
は
一
貫
し
て
刑
事
訴
追
さ
れ
た
事
実
を
認
め
、

（
１
）

同
年
五
月
二
四
日
に
退
官
届
を
提
出
し
て
、
「
罷
免
さ
れ
る
こ
と
を

当
然
と
受
け
止
め
る
反
省
の
態
度
を
」
示
し
た
。

そ
し
て
、
訴
追
委
員
会
に
よ
る
被
訴
追
者
に
対
す
る
罷
免
の
訴
追

（
２
）

が
平
成
一
三
年
八
月
九
日
に
な
さ
れ
た
後
に
、
被
訴
追
者
は
、
同
年

八
月
二
七
日
の
東
京
地
方
裁
判
所
判
決
に
よ
っ
て
懲
役
二
年
、
執
行

猶
予
五
年
の
刑
を
宣
告
さ
れ
、
同
判
決
は
同
年
九
月
二
日
に
確
定

し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
被
訴
追
者
は
、
裁
判
所
法
四
六
条
一
号
の

「
禁
銅
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
」
と
し
て
裁
判
官
の
任
命
欠
格

事
由
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
．
そ
こ
で
、
当
該
判
決
に
よ
っ
て
、

被
訴
追
者
が
裁
判
官
と
し
て
の
地
位
を
当
然
に
失
っ
た
こ
と
に
な
る

か
否
か
が
問
題
と
な
っ
た
。

④
社
会
的
背
景

ま
た
、
本
件
で
は
、
概
ね
、
①
「
児
童
買
春
処
罰
法
」
が
制
定
さ

れ
た
背
景
、
②
同
法
施
行
に
係
る
捜
査
機
関
の
取
組
み
、
③
裁
判
に

対
す
る
国
民
の
信
頼
を
大
き
く
失
墜
さ
せ
る
現
職
の
刑
事
事
件
担
当

裁
判
官
の
逮
捕
と
い
う
、
本
件
事
案
に
対
す
る
世
論
の
動
向
に
つ
い

て
、
特
に
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る
。

官
の
効
果
が
生
ず
る
と
解
す
る
の
を
相
当
と
す
る
」
と
し
た
。

②
裁
判
官
弾
劾
法
第
二
条
第
二
号
該
当
性
の
判
断
方
法

裁
判
官
弾
劾
法
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
「
裁
判
官
と
し
て
の

威
信
を
著
し
く
失
う
べ
き
非
行
』
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
を
判
断
す

る
に
あ
た
っ
て
は
、
（
裁
判
官
の
地
位
を
根
幹
で
支
え
る
）
「
国
民
の

１
１
１
ｉ
ｌ

資
格
を
失
う
に
至
っ
た
場
合
に
は
、
当
然
に
は
裁
判
官
の
地
位
を
失

【
判
旨
】
（
傍
線
は
大
城
）

「
被
訴
追
者
を
罷
免
す
る
。
」

①
在
任
中
任
命
欠
格
事
由
に
該
当
し
た
裁
判
官
の
身
分

憲
法
上
は
、
三
権
分
立
及
び
司
法
権
の
独
立
と
い
う
憲
法
原
理
の

採
用
、
裁
判
官
の
職
権
行
使
の
独
立
を
保
障
す
る
七
八
条
、
国
民
の

公
務
員
選
定
罷
免
権
（
一
五
条
）
と
司
法
権
の
独
立
の
調
和
を
図
る

六
四
条
一
項
の
弾
劾
裁
判
所
の
制
度
設
計
や
、
（
後
の
【
評
釈
】
で

説
明
す
る
）
当
然
失
官
説
が
有
し
て
い
る
法
令
解
釈
上
の
欠
陥
等
を

至
っ
た
経
緯
、
そ
の
行
為
が
社
会
に
及
ぼ
し
た
影
響
、
司
法
権
に
対
Ｊ

信
頼
に
対
す
る
背
反
と
最
終
的
に
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
が
重
要
で

説
明
す
る
）
叩

根
拠
と
し
て
、

Ｊ
１
‐

あ
る
か
ら
、
訴
追
状
記
載
の
罷
免
事
由
と
さ
れ
た
行
為
の
有
無
は
も

ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
‐
‐
す
る
国
民
の
信
頼
を
損
ね
た
程
度
等
、
訴
追
事
由
に
起
因
し
て
生
じ

ｌ
わ
ず
、
裁
判
官
弾
劾
裁
判
所
の
罷
免
の
判
決
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
失

と
よ
り
、
被
訴
追
者
の
具
体
的
職
務
や
地
位
、
そ
Ｊ
行
為
を
行
う
胴

ー司

１
１
Ｉ
罷
免
の
訴
追
を
受
け
た
裁
判
官
が
、
在
任
中
任
命
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刺
副
劃
叫
‐
引
判
剖
剰
馴
引
。
」

③
本
件
に
お
け
る
裁
判
官
弾
劾
法
第
二
条
第
二
号
該
当
性
判
断

弾
劾
裁
判
所
は
、
訴
追
事
由
で
あ
る
、
被
訴
追
者
に
よ
る
三
人
の

児
童
に
対
す
る
児
童
買
春
行
為
が
法
的
に
も
倫
理
的
に
も
許
さ
れ
な

い
こ
と
に
加
え
て
、
児
童
買
春
処
罰
法
制
定
に
ま
で
至
っ
た
児
童
買

春
の
根
絶
に
向
け
た
社
会
の
取
組
み
、
当
該
児
童
買
春
行
為
の
違
法

性
を
際
立
た
せ
る
被
訴
追
者
の
刑
事
事
件
及
び
少
年
事
件
の
担
当
経

験
、
当
該
犯
行
隠
蔽
に
向
け
た
行
為
の
悪
質
性
、
そ
し
て
、
以
上
の

事
情
が
大
き
く
報
道
さ
れ
た
こ
と
を
も
っ
て
、
「
国
民
の
司
法
に
対

す
る
信
頼
」
の
限
り
な
い
動
揺
を
認
定
す
る
根
拠
（
事
実
）
と
し
た
。

「
以
上
の
事
実
に
照
ら
せ
ば
、
被
訴
追
者
が
い
か
に
反
省
を
示
し

て
も
、
被
訴
追
者
の
行
為
に
よ
り
失
わ
れ
た
司
法
の
信
頼
を
回
復
す

る
に
は
、
弾
劾
に
よ
り
被
訴
追
者
を
罷
免
す
る
ほ
か
な
く
、
被
訴
追

者
に
は
裁
判
官
弾
劾
法
第
二
条
第
二
号
の
『
裁
判
官
と
し
て
の
威
信

を
著
し
く
失
う
べ
き
非
行
が
あ
っ
た
と
き
』
に
該
当
す
る
と
い
わ
ざ

る
を
得
な
い
」
の
で
、
当
裁
判
所
は
、
こ
れ
を
適
用
し
て
被
訴
追
者

を
罷
免
す
る
こ
と
と
す
る
。

対
禍
調
週
割
個
矧
訓
劉
国
民
の
信
頼
の
崩
壊
全
体
が
審
理
の
対
象
と

【
評
釈
】
判
旨
に
は
概
ね
同
意
。

被
訴
追
裁
判
官
の
罷
免
に
至
っ
た
本
件
判
決
に
よ
っ
て
、
「
公
の

弾
劾
」
に
よ
り
罷
免
さ
れ
た
者
は
、
一
九
八
一
年
以
来
二
○
年
ぶ
り

五
人
目
と
な
っ
た
。
ま
た
、
地
裁
・
高
裁
判
事
レ
ベ
ル
（
裁
判
所
法

五
条
で
規
定
さ
れ
る
、
裁
判
官
の
官
名
の
一
種
と
し
て
の
「
判
事
」
）

（
３
）

で
は
初
め
て
の
罷
免
者
で
も
あ
る
。

①
在
任
中
任
命
欠
格
事
由
に
該
当
し
た
裁
判
官
の
地
位
（
身
分
）

「
公
の
弾
劾
」
（
憲
法
七
八
条
）
に
よ
る
裁
判
官
罷
免
制
度
を
憲
法

が
採
用
し
て
か
ら
五
○
年
以
上
経
過
す
る
が
、
裁
判
官
が
禁
銅
以
上

の
刑
に
処
せ
ら
れ
そ
の
刑
事
裁
判
が
確
定
し
た
（
す
な
わ
ち
、
裁
判

官
任
命
中
に
そ
の
欠
格
事
由
（
裁
判
所
法
四
六
条
一
号
）
に
該
当
す

る
に
至
っ
た
）
場
合
に
、
弾
劾
裁
判
所
の
罷
免
の
裁
判
を
経
ず
に
、

当
然
に
失
官
す
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
学
説
上

見
解
が
分
か
れ
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
た
。

学
説
と
し
て
は
鯛
主
と
し
て
次
の
一
弓
が
対
立
し
て
い
た
。

第
一
は
、
裁
判
官
の
任
命
に
つ
き
そ
の
欠
格
事
由
が
定
め
ら
れ
て

い
る
以
上
、
そ
れ
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
場
合
に
は
、
当
然
に
公
の

弾
劾
手
続
を
必
要
と
せ
ず
に
失
官
す
る
と
解
す
る
説
（
当
然
失
官

説
）
で
あ
る
。
こ
の
説
に
立
つ
論
者
ら
に
よ
れ
ば
、
こ
の
場
合
、
当

然
に
失
官
す
る
と
解
し
て
も
司
法
権
独
立
の
原
則
を
特
に
害
す
る
と

も
思
わ
れ
な
い
し
、
裁
判
官
が
司
法
裁
判
所
の
判
決
に
よ
っ
て
禁
銅

以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
の
に
、
更
に
改
め
て
弾
劾
裁
判
所
の
罷
免

の
判
決
に
よ
ら
な
け
れ
ば
罷
免
さ
れ
な
い
、
と
解
す
る
の
は
、
屋
上
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屋
を
架
す
も
の
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
国
民
感
情
や
常
識
に
反
す
る
で（

４
）

あ
ろ
う
、
と
す
る
。
従
来
、
「
通
説
的
」
と
も
称
さ
れ
て
き
た
学
説

で
あ
る
。

第
二
は
、
裁
判
官
が
在
職
中
に
そ
の
任
命
欠
格
事
由
に
該
当
す
る

に
至
っ
て
も
、
当
然
に
は
失
官
す
る
こ
と
は
な
く
、
こ
れ
を
罷
免
す

る
た
め
に
は
、
改
め
て
「
公
の
弾
劾
」
の
手
続
が
必
要
と
解
す
る
説

（
弾
劾
裁
判
必
要
説
）
で
あ
る
。
こ
の
説
に
立
つ
論
者
ら
に
よ
れ
ば
、

一
般
公
務
員
の
場
合
に
は
、
在
職
中
に
官
職
に
就
く
能
力
を
失
っ
た

と
き
は
当
然
に
失
職
す
る
と
定
め
ら
れ
て
い
る
（
国
家
公
務
員
法
七

六
条
）
の
に
対
し
て
、
裁
判
官
に
つ
い
て
は
こ
の
旨
の
規
定
が
な
い

の
は
、
憲
法
上
保
障
さ
れ
た
裁
判
官
の
特
殊
な
地
位
と
弾
劾
制
度
の

存
在
に
基
づ
く
も
の
と
解
さ
れ
る
こ
と
、
憲
法
七
八
条
が
裁
判
官
の

罷
免
を
二
つ
の
場
合
に
限
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
、
そ
れ
以
外
に

裁
判
官
が
そ
の
意
に
反
し
て
そ
の
職
を
失
う
場
合
を
認
め
る
こ
と
は

同
条
の
趣
旨
に
反
す
る
こ
と
等
を
そ
の
根
拠
と
す
る
。
近
時
で
は
、

（
５
）

頓
に
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
学
説
で
あ
る
。

そ
の
他
に
、
「
禁
鋼
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
ま
た
は
禁
治
産
も（

６
）

し
く
は
準
禁
治
産
の
宣
告
を
受
け
、
そ
の
裁
判
が
確
定
し
た
」
場
合
、

こ
れ
ら
は
「
元
来
裁
判
官
の
欠
格
事
由
で
あ
る
が
（
裁
判
所
法
四
六

条
一
号
、
国
家
公
務
員
法
三
八
条
一
号
）
、
裁
判
に
よ
っ
て
宣
告
さ

れ
る
点
で
分
限
裁
判
に
準
じ
て
こ
れ
に
よ
っ
て
当
然
失
官
す
る
も
の

と
解
し
て
よ
い
」
と
し
、
「
こ
れ
に
反
し
、
破
壊
的
活
動
の
政
党
を

結
成
し
ま
た
は
こ
れ
に
加
入
し
て
も
（
国
家
公
務
員
法
三
八
条
五

号
）
、
こ
れ
に
よ
っ
て
直
ち
に
失
官
せ
ず
、
弾
劾
裁
判
に
よ
る
罷
免

（
７
）

を
ま
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
場
合
分
け
し
て
解
す
る
折
衷
説
も

あ
る
が
、
本
件
の
よ
う
な
事
案
で
は
当
然
失
官
説
と
同
様
の
結
論
を

も
た
ら
す
。

本
判
決
で
は
、
明
白
に
近
時
の
有
力
学
説
で
あ
る
弾
劾
裁
判
必
要

説
に
よ
る
こ
と
を
示
し
た
。
こ
の
問
題
は
、
恐
ら
く
、
一
般
の
国
家

公
務
員
と
比
較
し
た
場
合
に
お
け
る
裁
判
官
の
身
分
保
障
の
程
度
の

理
解
や
、
国
民
感
情
や
常
識
な
ど
と
い
う
形
で
示
さ
れ
る
「
民
意
」

と
司
法
権
の
独
立
の
関
係
の
理
解
の
仕
方
等
と
も
多
分
に
関
わ
る
も

の
と
思
わ
れ
る
が
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
国
民
の
公
務
員
選
定
罷
免
権

に
基
づ
く
裁
判
官
弾
劾
制
度
は
同
時
に
ま
た
裁
判
官
の
身
分
保
障
に

も
仕
え
て
い
る
こ
と
、
裁
判
官
の
身
分
保
障
は
そ
の
罷
免
手
続
に
際

し
て
も
屋
上
屋
を
架
す
よ
う
な
慎
重
な
手
続
を
要
求
す
る
も
の
で
あ

る
と
解
さ
れ
う
る
こ
と
、
そ
れ
故
に
裁
判
官
の
地
位
に
著
し
く
影
響

を
及
ぼ
し
得
る
「
民
意
」
の
調
達
は
憲
法
上
明
文
で
規
定
さ
れ
た
場

合
に
厳
格
に
制
限
さ
れ
る
と
解
す
る
こ
と
等
を
根
拠
と
し
て
前
記
の

弾
劾
裁
判
必
要
説
を
支
持
し
て
、
本
件
判
旨
は
妥
当
な
も
の
と
考
え

る
。

な
お
、
弾
劾
裁
判
所
事
務
局
に
よ
れ
ば
、
本
件
判
旨
は
、
特
に
被
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訴
追
者
側
の
、
当
然
失
官
説
の
立
場
に
基
づ
く
主
張
に
応
え
た
よ
う

な
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
自
ら
の
裁
判
管
轄
に
関
す
る
も
の

と
し
て
弾
劾
裁
判
所
が
職
権
で
判
示
し
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

②
裁
判
官
弾
劾
法
第
二
条
第
二
号
該
当
性
の
判
断
方
法

本
判
決
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
罷
免
判
決
に
照
ら
す
と
、
罷
免
事
由

に
当
た
る
被
訴
追
者
の
行
為
に
加
え
、
本
件
事
案
に
対
す
る
世
論
の

動
向
も
含
む
「
社
会
的
背
景
」
が
罷
免
判
決
の
理
由
の
一
つ
と
し
て

認
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
若
干
の

検
討
を
し
て
お
き
た
い
。

裁
判
官
の
如
何
な
る
行
為
が
裁
判
官
弾
劾
法
二
条
二
号
に
規
定
す

る
「
著
し
い
非
行
」
に
当
た
る
か
否
か
の
判
断
は
、
そ
も
そ
も
「
非

行
」
の
概
念
自
体
が
相
対
的
で
あ
り
、
国
民
の
裁
判
官
に
対
す
る
理

想
像
の
変
化
に
よ
っ
て
流
動
的
な
も
の
で
あ
る
以
上
、
可
変
的
な
多

（
８
）

く
の
要
素
が
考
慮
に
入
れ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
審

理
の
対
象
が
広
が
れ
ば
そ
れ
だ
け
政
治
的
な
窓
意
が
入
る
畏
れ
も
あ

る
が
、
現
行
法
の
「
著
し
い
非
行
」
と
い
う
暖
昧
な
罷
免
要
件
の
下

で
は
、
憲
法
上
の
裁
判
官
の
身
分
保
障
の
見
地
か
ら
、
訴
追
委
員
会

か
ら
提
出
さ
れ
た
「
訴
追
状
記
載
の
罷
免
事
由
と
さ
れ
た
行
為
の
有

無
は
も
と
よ
り
、
被
訴
追
者
の
具
体
的
職
務
や
地
位
、
そ
の
行
為
を

行
う
に
至
っ
た
経
緯
、
そ
の
行
為
が
社
会
に
及
ぼ
し
た
影
響
、
司
法

権
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
を
損
ね
た
程
度
等
、
訴
追
事
由
に
起
因
し

て
生
じ
た
被
訴
追
者
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
の
崩
壊
全
体
が
審
理
の

対
象
と
な
る
べ
き
」
と
す
る
本
判
決
の
判
旨
は
、
さ
ら
に
国
民
の
公

務
員
選
定
罷
免
権
に
由
来
し
、
公
務
員
に
対
す
る
民
主
的
統
制
と
い

う
民
主
主
義
の
原
理
的
な
要
請
に
忠
実
で
あ
る
べ
き
弾
劾
裁
判
所
の

性
格
に
鑑
み
て
も
、
妥
当
と
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
但
し
、
国

民
の
信
頼
に
関
す
る
弾
劾
裁
判
所
の
判
断
が
適
切
か
ど
う
か
に
つ
い

て
、
国
民
の
監
視
が
特
に
重
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
多
言
を
要

し
な
い
。

以
上
の
観
点
に
照
ら
す
と
下
裁
判
官
弾
劾
法
二
条
二
号
該
当
性
の

判
断
に
つ
き
、
本
判
決
に
お
い
て
特
に
「
民
意
」
の
動
向
に
関
す
る

「
社
会
的
背
景
」
を
具
体
的
に
認
定
し
た
こ
と
は
積
極
的
に
評
価
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

③
本
件
に
お
け
る
裁
判
官
弾
劾
法
第
二
条
第
二
号
該
当
性
判
断

繰
り
返
し
に
な
る
が
ぺ
本
判
決
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
罷
免
判
決
に

照
ら
す
と
、
罷
免
事
由
に
当
た
る
被
訴
追
者
の
行
為
に
加
え
、
特
に

本
件
に
対
す
る
世
論
の
動
向
や
、
児
童
買
春
処
罰
法
が
制
定
さ
れ
た

背
景
も
含
む
「
社
会
的
背
景
」
が
罷
免
判
決
の
理
由
の
一
つ
と
し
て

認
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
き
妥
当
と

評
価
で
き
る
こ
と
は
前
述
し
た
。
認
定
さ
れ
た
「
社
会
的
背
景
」
の

内
容
そ
の
も
の
も
妥
当
な
も
の
と
思
わ
れ
る
。

本
件
は
、
既
に
裁
判
官
が
禁
鋼
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
そ
の
刑
事
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‐
０
二

裁
判
が
確
定
し
た
（
す
な
わ
ち
、
裁
判
官
任
命
中
に
そ
の
任
命
欠
格

事
由
（
裁
判
所
法
四
六
条
一
号
）
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
）
場
合
に

該
当
し
、
従
っ
て
、
本
件
に
お
け
る
弾
劾
裁
判
所
の
主
た
る
役
割
住

事
実
上
は
既
に
司
法
裁
判
所
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
て
い
る
当
該
欠
格

事
由
を
裁
判
官
弾
劾
法
二
条
二
号
に
照
ら
し
改
め
て
確
認
す
る
も
の

で
あ
っ
た
と
言
え
な
く
も
な
い
。
本
件
で
問
題
と
な
っ
た
、
禁
鋼
以

上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
被
訴
追
者
の
犯
罪
行
為
は
、
そ
れ
だ
け
で
、

特
に
刑
事
事
件
、
少
年
事
件
を
裁
く
職
務
に
あ
る
者
と
し
て
明
ら
か

に
不
適
格
と
す
る
に
十
分
な
事
実
で
あ
り
、
司
法
に
対
す
る
国
民
の

信
頼
に
違
背
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
あ
る
意
味
で
は
、
本
件

に
お
け
る
裁
判
官
弾
劾
法
二
条
二
号
該
当
性
判
断
は
至
極
妥
当
と
思

わ
れ
、
こ
の
こ
と
に
さ
ほ
ど
重
要
な
法
的
論
点
は
存
し
な
い
の
か
も

し
れ
な
い
。
そ
れ
故
に
、
こ
の
点
で
は
前
記
の
当
然
失
官
説
の
立
場

に
も
一
理
あ
る
と
も
思
わ
れ
る
が
、
「
社
会
的
背
景
」
と
い
う
形
で
、

前
述
の
民
主
主
義
の
原
理
的
要
請
に
特
に
意
を
払
っ
た
か
の
よ
う
に

思
わ
れ
る
、
弾
劾
裁
判
所
に
よ
る
本
件
判
決
は
、
や
は
り
司
法
裁
判

所
と
は
異
な
る
憲
法
的
観
点
（
裁
判
官
の
地
位
の
民
主
的
統
制
）
か

ら
の
判
断
で
あ
る
点
で
適
切
と
評
価
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
前
記
の

弾
劾
裁
判
必
要
説
が
有
す
る
憲
法
上
の
意
義
を
確
認
す
る
も
の
で
あ

ろ
う
。
蓋
し
、
司
法
裁
判
所
の
有
罪
判
決
に
裁
判
官
罷
免
の
効
果
を

も
事
実
上
伴
わ
し
め
る
当
然
失
官
説
で
は
、
裁
判
官
弾
劾
制
度
が
（

イ
パ
ス
さ
れ
て
し
ま
い
、
そ
の
重
要
な
憲
法
上
の
意
義
が
（
図
ら
ず

も
）
軽
視
な
い
し
没
却
さ
れ
て
し
ま
う
懸
念
が
あ
る
。

④
手
続
費
用
の
負
担
に
つ
い
て

裁
判
官
弾
劾
法
三
○
条
で
は
、
「
…
手
続
の
費
用
に
つ
い
て
は
、

刑
事
訴
訟
に
関
す
る
法
令
の
規
定
を
準
用
す
る
。
」
と
規
定
す
る
。

従
っ
て
、
基
本
的
に
は
《
少
な
く
と
も
訴
訟
費
用
の
被
告
人
負
担
に

関
す
る
刑
訴
法
の
規
定
（
一
八
一
条
一
項
）
が
準
用
さ
れ
る
こ
と
と

な
り
、
実
際
に
も
、
被
訴
追
者
に
手
続
費
用
を
負
担
さ
せ
る
と
き
は
、

（
９
）

罷
免
の
裁
判
と
共
に
そ
の
裁
判
を
も
こ
れ
ま
で
行
っ
て
き
た
。

し
か
し
、
本
件
判
決
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
四
件
の
罷
免
判
決
と
は

異
な
り
、
手
続
費
用
の
負
担
に
つ
い
て
言
及
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
。

弾
劾
裁
判
所
事
務
局
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
、
今
回
の
弾
劾
裁
判
に
お

い
て
、
証
人
数
が
ゼ
ロ
で
、
被
訴
追
者
の
弁
護
人
数
も
二
名
で
は
あ

る
が
、
国
選
弁
護
人
が
選
任
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
も
起
因
し
て
、

被
訴
追
者
が
負
担
す
べ
き
手
続
費
用
が
生
じ
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る

（
Ⅲ
）

も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
（
因
み
に
、
公
判
開
廷
数
は
、
判
決
言
渡
日

（
皿
）

も
含
め
、
三
回
（
出
張
審
理
数
ゼ
ｇ
で
あ
る
）
。
従
っ
て
、
学
説

上
、
弾
劾
裁
判
と
刑
事
裁
判
と
で
は
そ
の
目
的
。
構
造
に
異
な
る
と

こ
ろ
が
あ
る
た
め
に
、
弾
劾
裁
判
に
係
る
手
続
費
用
の
負
担
の
あ
り

方
に
つ
い
て
は
争
い
が
あ
る
が
、
本
件
で
は
、
こ
れ
に
関
す
る
従
来

か
ら
の
弾
劾
裁
判
所
の
立
場
を
特
に
改
め
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
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留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

⑤
そ
の
他
本
件
事
案
に
関
す
る
若
干
の
管
見

現
行
憲
法
で
は
、
明
治
憲
法
と
比
較
し
て
、
裁
判
官
に
違
憲
立
法

審
査
権
（
八
一
条
）
が
付
与
さ
れ
、
そ
の
地
位
の
独
立
性
、
身
分
保

障
が
著
し
く
確
立
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
裁
判
官
の

重
大
な
職
責
、
地
位
に
鑑
み
、
そ
の
「
著
し
い
」
非
行
や
「
甚
だ
し

い
」
職
務
怠
慢
に
の
み
民
主
的
統
制
を
加
え
る
、
現
行
の
我
が
国
独

自
の
裁
判
官
弾
劾
制
度
の
存
立
基
盤
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。

諸
外
国
の
弾
劾
制
度
と
の
比
較
で
特
色
あ
る
も
の
と
し
て
、
国
民

の
公
務
員
選
定
罷
免
権
に
基
づ
く
裁
判
官
弾
劾
制
度
の
運
用
の
実
効

●
●
●
●
●

性
を
確
保
す
る
た
め
、
罷
免
訴
追
後
の
被
訴
追
裁
判
官
の
依
願
免
官

を
、
そ
の
権
限
を
有
す
る
者
に
お
い
て
禁
止
す
る
免
官
留
保
の
規
定

（
裁
判
官
弾
劾
法
四
一
条
）
が
あ
る
。
し
か
し
、
本
件
事
案
で
は
、

●
●
●
●
●

罷
免
訴
追
前
に
被
訴
追
裁
判
官
に
よ
っ
て
退
官
届
が
提
出
さ
れ
た
に

も
関
わ
ら
ず
、
最
高
裁
は
依
願
免
官
に
は
よ
ら
ず
、
あ
く
ま
で
弾
劾

に
よ
る
罷
免
を
追
求
し
て
訴
追
請
求
に
至
っ
て
い
る
。
裁
判
官
弾
劾

制
度
の
目
的
は
専
ら
「
不
適
格
な
裁
判
官
の
排
除
」
に
あ
る
と
し
て

捉
え
、
当
該
目
的
の
遂
行
の
た
め
に
、
依
願
免
官
を
広
く
許
容
し
て

必
ず
し
も
弾
劾
制
度
に
は
固
執
し
な
い
、
故
に
現
行
の
免
官
留
保
の

（
吃
）

規
定
に
つ
い
て
も
批
判
的
な
立
場
に
言
及
す
る
ま
で
も
な
く
、
こ
の（

昭
）

点
は
、
弾
劾
裁
判
制
度
の
本
質
に
関
わ
る
重
要
な
論
点
と
な
り
う
る
。

こ
こ
で
は
、
本
判
決
事
項
に
直
接
に
関
係
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
、

さ
し
あ
た
り
、
本
件
事
案
に
係
る
一
問
題
点
の
指
摘
に
留
め
て
お
き

た
い
と
思
う
。

ま
た
、
裁
判
官
の
地
位
を
民
主
的
に
統
制
す
る
制
度
の
構
築
は
、

裁
判
官
弾
劾
制
度
に
見
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
罷
免
の
場
面
に

必
ず
し
も
限
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
点
、
何
故
に
裁
判
官
弾

劾
に
係
る
欠
陥
裁
判
官
を
生
み
だ
す
土
壌
が
潜
在
し
て
い
た
の
か
に

関
し
て
、
「
現
在
の
わ
が
国
の
法
曹
養
成
教
育
は
、
法
律
実
務
偏
重

に
な
っ
て
お
り
、
憲
法
感
覚
を
は
じ
め
高
い
識
見
と
円
満
な
常
識
や

法
律
家
と
し
て
の
品
位
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
に
は
十
分
で
な
い
」
と

の
指
獅
ぱ
、
昨
今
の
法
科
大
学
院
構
想
も
含
ん
だ
司
法
制
度
改
革
と

も
関
連
し
て
、
例
え
ぱ
法
曹
一
元
の
理
念
に
基
づ
く
、
裁
判
官
養
成

の
場
面
に
お
け
る
民
主
的
統
制
の
重
要
性
を
示
唆
す
る
も
の
と
し
て

理
解
さ
れ
う
る
。

果
た
し
て
、
本
件
の
よ
う
な
事
案
は
あ
く
ま
で
単
な
る
個
人
的
な

「
特
異
な
ケ
ー
ス
」
に
過
ぎ
な
い
も
の
か
、
あ
る
い
は
「
裁
判
所
で

の
忙
し
す
ぎ
る
仕
事
や
閉
鎖
社
会
で
の
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
に
よ
る
歪

み
」
と
い
う
、
抜
本
的
改
革
を
必
要
と
す
る
現
在
の
司
法
の
「
土

（
妬
）

壌
」
に
起
因
す
る
も
の
な
の
か
。
こ
れ
も
、
些
か
本
判
決
の
評
釈
の

範
囲
を
越
え
て
し
ま
う
が
、
本
件
事
案
が
今
後
に
有
す
る
意
味
合
い

を
方
向
づ
け
る
一
つ
の
問
い
で
は
あ
る
。
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（
注
）

（
１
）
被
訴
追
者
は
訴
追
前
に
既
に
退
官
届
を
提
出
し
て
い
た
が
、
新

聞
報
道
に
よ
れ
ば
、
最
高
裁
は
こ
れ
を
受
理
せ
ず
に
、
さ
ら
に
訴
追

委
員
会
事
務
局
に
よ
れ
ば
、
結
局
、
最
高
裁
は
、
裁
判
官
弾
劾
法
一

五
条
三
項
に
基
づ
き
、
平
成
一
三
年
五
月
二
八
日
に
訴
追
委
員
会
に

対
し
て
、
訴
追
請
求
を
行
っ
て
い
る
。

（
２
）
弾
劾
裁
判
所
事
務
局
に
よ
れ
ば
、
弾
劾
裁
判
所
は
、
裁
判
官
弾

劾
法
三
九
条
に
基
づ
き
、
平
成
一
三
年
八
月
二
二
日
に
被
訴
追
者
の

職
務
を
停
止
す
る
決
定
を
下
し
て
い
る
。

（
３
）
弾
劾
裁
判
所
に
よ
る
こ
れ
ま
で
の
罷
免
判
決
の
状
況
に
つ
い
て

は
、
竹
下
守
夫
ほ
か
「
［
座
談
会
］
裁
判
官
弾
劾
制
度
の
帥
年
」

ジ
ュ
リ
ス
ト
ニ
ニ
三
号
（
一
九
九
七
年
）
六
六
～
六
七
頁
を
参
照
。

（
４
）
法
学
協
会
編
『
註
解
日
本
国
憲
法
下
巻
』
（
有
斐
閣
、
一
九
五

四
年
）
二
六
八
頁
、
田
上
穣
治
編
『
体
系
憲
法
事
典
』
（
青
林
書

院
新
社
、
一
九
六
八
年
）
五
四
九
頁
（
丸
山
健
執
筆
）
、
宮
津
俊
義

（
芦
部
信
喜
補
訂
）
『
全
訂
日
本
国
憲
法
』
百
本
評
論
社
、
一
九
七

八
年
）
六
二
九
頁
、
佐
藤
功
『
憲
法
［
新
版
］
（
下
屋
（
有
斐
閣
、

一
九
八
四
年
）
一
○
○
二
頁
、
三
ヶ
月
章
「
裁
判
官
弾
劾
法
」
新
法

令
の
研
究
八
号
（
一
九
四
七
年
）
一
○
二
頁
、
畜
藤
秀
夫
『
国
会
と

司
法
権
の
独
立
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
五
一
年
）
二
四
四
頁
、
野
間

繁
「
裁
判
官
弾
劾
法
上
の
諸
問
題
」
法
学
新
報
五
九
巻
一
二
号
二

九
五
二
年
）
一
○
六
頁
、
佐
藤
立
夫
『
新
版
弾
劾
制
度
の
研
究
』

（
前
野
書
店
、
一
九
七
九
年
）
二
三
五
頁
な
ど
が
あ
る
。

（
５
）
菊
井
維
大
「
裁
判
所
法
」
国
家
学
会
雑
誌
六
二
巻
二
号
（
一
九

四
八
年
）
五
九
頁
、
伊
藤
正
己
「
裁
判
官
弾
劾
法
及
び
最
高
裁
判
所

裁
判
官
国
民
審
査
法
」
国
家
学
会
雑
誌
六
二
巻
五
号
二
九
四
八

年
）
五
二
頁
、
同
「
裁
判
官
の
任
命
欠
格
事
由
と
失
官
事
由
」
法
曹

時
報
二
一
巻
三
号
（
一
九
六
○
年
）
一
頁
以
下
、
奥
野
健
一
「
裁
判

官
訴
追
委
員
会
と
弾
劾
裁
判
所
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
四
四
号
二
九
五
三

年
）
二
六
頁
、
小
林
直
樹
弓
新
版
］
憲
法
講
義
下
』
（
東
京
大
学
出

版
会
、
一
九
八
一
年
）
三
一
五
頁
、
鈴
木
忠
一
「
裁
判
官
弾
劾
法
の

諸
問
題
」
法
曹
時
報
三
三
巻
七
号
（
一
九
八
一
年
）
六
○
頁
、
上
村

千
一
郎
『
裁
判
官
弾
劾
法
精
義
（
新
訂
版
）
』
（
敬
文
堂
、
、
一
九
八
二

年
）
二
七
一
頁
、
樋
口
陽
一
ほ
か
『
注
釈
日
本
国
憲
法
下
巻
』

（
青
林
書
院
、
一
九
八
八
年
）
二
六
八
頁
（
浦
部
法
穂
執
筆
）
、
小

林
孝
輔
ｄ
芹
沢
斉
『
基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
憲
法
［
第
四
版
旨

（
日
本
評
論
社
、
一
九
九
七
年
）
三
一
八
頁
（
常
岡
（
乗
本
）
せ
つ

子
執
筆
）
、
時
園
康
夫
「
非
当
然
失
官
説
に
賛
す
る
」
裁
判
官
弾
劾

裁
判
所
事
務
局
・
裁
判
官
訴
追
委
員
会
事
務
局
編
『
裁
判
官
弾
劾
制

度
の
五
十
年
』
（
一
九
九
七
年
）
七
五
頁
以
下
、
野
中
俊
彦
ほ
か

『
憲
法
Ⅱ
（
第
三
版
）
』
（
有
斐
閣
、
二
○
○
一
年
）
一
三
九
頁
（
野

中
俊
彦
執
筆
）
な
ど
が
あ
る
。

（
６
）
周
知
の
と
お
り
、
平
成
二
年
二
一
月
の
民
法
の
一
部
改
正
に

よ
っ
て
、
従
来
の
「
禁
治
産
者
」
及
び
「
準
禁
治
産
者
」
の
制
度
は
、

各
々
、
「
成
年
被
後
見
人
」
及
び
「
被
保
佐
人
」
の
制
度
へ
と
そ
の

名
称
を
改
め
ら
れ
た
。

（
７
）
兼
子
一
・
竹
下
守
夫
『
裁
判
法
（
第
四
版
屋
（
有
斐
閣
、
一
九

九
九
年
）
二
六
二
頁
。
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（
８
）
上
村
・
前
掲
注
（
５
）
『
裁
判
官
弾
劾
法
精
義
』
一
○
一
頁
。

（
９
）
上
村
・
前
掲
注
（
５
）
『
裁
判
官
弾
劾
法
精
義
』
三
九
八
頁
。

へ

15
ー

（
Ⅲ
）
佐
々
木
高
雄
覇

八
八
年
）
二
四
二
頁
。

（
魁
）
常
岡
せ
つ
子
豆

百
選
Ⅱ
（
第
四
版
こ

（
ｕ
）
本
件
に
お
け
る
公
判
罰

事
務
局
に
よ
れ
ば
、
平
成

一
一
月
二
八
日
で
あ
っ
た
。

（
帥
）
こ
れ
ま
で
の
裁
判
官
罷
免
訴
追
事
件
の
公
判
開
廷
数
や
証
人
数
、

弁
護
人
数
等
は
、
西
村
健
一
「
裁
判
官
弾
劾
法
の
問
題
点
と
そ
の
改

正
に
つ
い
て
ｌ
憲
法
六
四
条
の
解
釈
に
関
連
し
て
ｌ
」
宮
崎
産
業
経

営
大
学
法
学
論
集
四
巻
一
’
二
号
（
一
九
九
二
年
）
一
○
八
～
一
○

九
頁
や
、
裁
判
官
弾
劾
裁
判
所
事
務
局
ほ
か
編
・
前
掲
注
（
５
）
『
裁

（
Ｍ
）

な
お
、
上
村
は
、
諸
外
国
の
弾
劾
手
続
費
用
の
負
担
の
あ
り
様
や

我
が
国
の
類
似
の
手
続
（
人
事
官
弾
劾
裁
判
や
裁
判
官
分
限
手
続
）

に
お
け
る
手
続
費
用
の
負
担
の
あ
り
様
と
の
比
較
検
討
の
上
で
、

「
我
が
弾
劾
法
が
手
続
費
用
の
負
担
を
罷
免
の
裁
判
を
受
け
た
被
訴

追
者
に
課
し
て
い
る
の
は
、
む
し
ろ
特
異
な
立
法
例
に
属
す
る
」
と

判
官
弾
劾
制
度
の
五
十
年
』
三
五
六
頁
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

己
本
件
に
お
け
る
公
判
期
日
宮
一
回
）
は
、
裁
判
官
弾
劾
》

事
務
局
に
よ
れ
ば
、
平
成
一
三
年
九
月
二
○
日
、
一
○
月
三

追
者
に
課
し
て
い
る
の
は
、
む
し

同
書
で
指
摘
す
る
（
三
九
九
頁
）
。

（
一
九
八
六
年
）

本
文
中
に
あ
る
「

高
仲
東
麿
「
弾
劾
裁
判
所
論
」
昭
和
大
学
教
養
部
紀
要
一
七
巻

佐
々
木
高
雄
『
裁
判
官
弾
劾
制
度
論
』

一
五
頁
。

「
裁
判
官
弾
劾
」
芦
部
信
喜
ほ
か
編
『
憲
法
判
例

』
（
有
斐
閣
、
二
○
○
○
年
）
三
九
九
頁
参
照
。

」
内
の
引
用
は
、
毎
日
新
聞
平
成
二
一
年

宮
一
回
）
は
、
裁
判
官
弾
劾
裁
判
所

（
日
本
評
論
社
、
一
九

一

日
、

追
記
”
本
件
判
決
の
評
釈
執
筆
に
際
し
て
は
、
江
田
五
月
（
参
議
院

議
員
）
主
任
裁
判
員
、
裁
判
官
訴
追
委
員
会
事
務
局
及
び
裁
判
官
弾

劾
裁
判
所
事
務
局
か
ら
、
御
厚
意
に
基
づ
く
情
報
提
供
を
受
け
ま
し

た
。
こ
こ
に
記
し
て
や
江
田
氏
及
び
両
事
務
局
に
謝
意
を
表
し
ま
す
。

二
月
二
八
日
（
全
国
版
）
夕
刊
九
面
に
拠
る
。
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